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作業計画の立案と周知、作業方法の掲示

④作業計画（作業方法・順序等）を作成

⑤（下請業者がいる場合）作業計画を説明

⑥★調査結果（有無）を現場に掲示・備え付け

石綿（アスベスト）法改正



「石綿法令対応」は まとめるとこれ

やらなければならないこと 誰が？ 大防法 石綿則

①
★調査、記録を保管
※（2023.10～）調査担当者は調査者資格を

● ●

② ★調査結果を発注者に説明し、記録を保管 ● ―

③ ★（2022.4～）100万以上改修は電子報告 ● ●

④ 作業計画（作業方法・順序等）を作成 ● ●

⑤ （下請業者がいる場合）作業計画を説明 ● ●

⑥ ★調査結果（有無）を現場に掲示・備え付け ● ●

⑦ 飲食禁止・石綿の作用など４点の掲示 ― ●

⑧
作業者は呼吸用保護具を着用して除去
※施工現場に一人は「石綿作業主任者」を
※作業員は全員4.5時間の「特別教育」を

― ●

⑨ 湿潤化して可能な限り原形のまま除去 ● ●

⑩
石綿を含む、産業廃棄物の適正な処理・管理
※事前に処理体制・ルート構築

廃棄物処理法

⑪ 写真を含めた作業記録作成、保管 ― ●

⑫ 特定粉じん排出等作業記録作成、保管 ● ―

⑬ 完了報告書作成、発注者へ報告、記録を保管 ● ―

見積段階

着工前

工事中

完了後

赤字は今回の改正で追加 ★は石綿の有無にかかわらず必要な対応

改修（リフォーム）や解体工事など、石綿の事前調査が必要な工事について（レベル３）
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◼ レベル３建材でも作業計画を作成

＜計画事項＞（大防法）

• 特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

• 特定工事の場所

• 特定粉じん排出等作業の実施期間

• 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要

• 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況

• 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所

• 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

• 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積

• 特定粉じん排出等作業の種類

• 特定粉じん排出等作業の方法

＜計画事項＞（石綿則）

• 石綿使用建築物等解体等作業の方法及び順序

• 石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法

• 石綿使用建築物等解体等作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法

下請業者等元請業者

④ 作業計画（作業方法・順序等）を作成
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参考様式 
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https://www.pref.chiba.lg.jp/taiki/prevention/documents/motouke2-keikaku.pdf

※千葉県の例

※Excel形式でも公開されています

https://www.pref.chiba.lg.jp/taiki/prevention/documents/motouke2-keikaku.pdf


◼ 下請契約時作業計画を説明する。除去事業者は関係労働者に周知する。

＜下請説明事項＞（大防法）

• 特定粉じん排出等作業の実施期間 

• 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要

• 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所
及び使用面積

• 特定粉じん排出等作業の種類 

• 特定粉じん排出等作業の方法

⑤ （下請業者がいる場合）作業計画を説明
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＜関係労働者周知事項＞（石綿則）

• 石綿使用建築物等解体等作業の方法及び順序

• 石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法

• 石綿使用建築物等解体等作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法

下請業者等

元請業者



◼ 石綿含有建材の除去作業がある場合は、作業方法等も掲示する。

【作業方法等の掲示】

⚫特定工事の元請業者又は自主施工者は、特定工事における特定粉じん排出等作業を行う場合は、見
やすい箇所に日本産業規格Ａ３以上の大きさの掲示板を設けること。

＜掲示事項＞

• 届出対象特定工事に該当する場合にあっては、届出年月日及び届出先

• 特定工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、
その代表者の氏名

• 特定粉じん排出等作業の実施期間及び方法

• 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所

下請業者等元請業者

作業方法等の掲示
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※事前調査結果と合わせて掲示で可



◼ 事前調査結果（石綿の有無）を現場に掲示し、写しを備え付ける

【事前調査結果等の掲示】（石綿則）

⚫ 事業者が行う事前調査結果等の掲示は、労働者が見やすい箇所に掲示。

＜掲示事項＞

• 調査終了日

• 事前調査を行った部分（分析調査を行った場合にあっては、分析のための試料を採取した場所を含む。）

• 部分における材料ごとの石綿等の使用の有無（石綿等が使用されているものとみなした場合は、その旨を含む。）
及び石綿等が使用されていないと判断した材料にあっては、その判断の根拠

【事前調査結果等の掲示】（大防法）

⚫ 解体等工事の元請業者又は自主施工者が行う事前調査結果等の掲示は、

日本産業規格Ａ３以上の大きさの掲示板を設けることにより行う。

公衆に見やすいように掲示

＜掲示事項＞

• 解体等工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

• 事前調査の終了年月日

• 事前調査の方法

• 事前調査の結果

• 解体等工事が特定工事に該当する場合は、特定粉じん排出等作業の対象となる

建築物等の部分における特定建築材料の種類

※レベル３建材があった場合作業方法等も掲示。

下請業者等元請業者

⑥ ★調査結果（有無）を現場に掲示・備え付け
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参考様式 https://www.pref.chiba.lg.jp/taiki/prevention/documents/jizen-keiji.pdf

※千葉県の例

※Excel形式でも公開されています

レベル1・２届出対象

レベル3届出非対象

石綿なし

https://www.pref.chiba.lg.jp/taiki/prevention/documents/jizen-keiji.pdf


参考様式 
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https://www.env.go.jp/content/900396898.pdf

※環境省・厚労省マニュアルの例
レベル1・２届出対象

レベル3届出非対象

石綿なし

https://www.env.go.jp/content/900396898.pdf


●掲示物は、作業者が確認できればいいんでしょ？
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A３サイズの事前調査結果の表示
⇒公衆に見やすい位置に

飲食禁止・作業主任者の責務など４点
⇒労働者の見やすい位置に（除去部分の入口でよい）



ユニバースのASPシステム「UNI-PORT」
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◼ UNI-PORTなら石綿情報と工事情報と紐づけて登録、法定必須書類をシステム上で簡単作成

システムの概要

青字はUNI-PORTでできる部分

https://universe-corp.jp/uniport/

https://universe-corp.jp/uniport/


★石綿ポータルサイトURL
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https://asnavi.cersi.jp/

https://asnavi.cersi.jp/
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